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櫻

井

康

人

は
　
じ
　
め
　
に

　
一
〇
九
九
年
六
月
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
ロ
ベ
ー
ル
ニ
世
の
軍
勢
が
ラ
ム
ラ
一

帯
を
制
圧
し
た
。
そ
こ
に
司
教
座
教
会
が
復
活
し
、
十
字
軍
士
達
に
よ
る
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

議
の
結
果
、
ル
ー
ア
ン
出
身
の
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
司
教
に
選
録
さ
れ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
領
内
初
の
司
教
座
誕
生
は
、
西
欧
世
界
に
と
っ
て
、
パ

レ
ス
チ
ナ
の
地
に
キ
リ
ス
ト
教
会
　
　
こ
の
場
合
は
ロ
ー
マ
教
会
を
意
味
す

る
　
　
が
復
活
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
　
一
ヶ
月
後
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
、
翌

年
に
は
ガ
リ
ラ
ヤ
｝
帯
、
｝
｝
○
二
年
に
は
カ
エ
サ
レ
ア
が
占
領
さ
れ
、
各

地
域
に
司
教
座
教
会
が
復
活
し
た
。
つ
ま
り
建
国
当
初
で
は
、
王
国
領
の
拡

大
が
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
の
拡
大
を
意
味
し
、
ま
さ
に
聖
・
俗
が
歩
調
を
同
じ

く
し
た
形
で
キ
リ
ス
ト
教
王
国
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
王
国
領

の
拡
大
に
伴
っ
て
復
活
し
た
司
教
座
は
テ
ィ
ー
ル
（
一
一
二
四
年
）
、
バ
ニ

ヤ
ス
（
＝
三
八
年
）
、
ペ
ト
ラ
と
ヘ
ブ
ロ
ン
（
い
ず
れ
も
一
一
六
八
年
）
、

新
設
さ
れ
た
も
の
は
ア
ス
カ
ロ
ン
（
～
～
五
四
年
）
と
ア
ン
ド
レ
ア
ス
（
～

　
　
　
　
③

一
五
〇
年
頃
）
で
あ
っ
た
。
一
方
、
既
得
地
に
復
活
・
新
設
さ
れ
た
も
の
は

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
（
一
一
～
○
年
）
、
ベ
イ
ル
ー
ト
、
シ
ド
ン
、
ア
ッ
コ
ン
、
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

バ
ッ
シ
ア
、
テ
ィ
ベ
リ
ア
（
い
ず
れ
も
＝
二
〇
年
代
）
、
ト
ロ
マ
イ
ダ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑤

ト
ル
ペ
イ
エ
ン
シ
ス
（
い
ず
れ
も
＝
三
〇
年
代
）
で
あ
っ
た
。
既
得
地
で

の
司
教
座
設
置
の
背
景
に
は
、
一
一
二
〇
年
代
以
降
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
増
加

　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
こ
の
様
に
、
王
国
で
は
約
七
〇
年
を
か
け
て
教
会
が
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
。

王
国
の
教
会
創
設
は
王
権
の
主
導
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
｝
養
育
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
教
会
創
設
が
領
土
獲
得
を
前
提
と
し
、
領
土
獲
得
が
軍
事
統
率
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
あ
る
国
王
に
帰
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
し
か

し
一
方
で
、
既
得
地
で
の
教
会
創
設
と
い
う
事
例
の
存
在
は
、
国
王
軍
を
中

心
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
の
領
土
拡
大
の
み
が
教
会
創
設
を
説
明
す
る
の

で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
故
に
先
ず
、
全
て
の
教
会
創
設
を
王
権
に
帰
し
て
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き
た
｝
影
像
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
る
。
本
稿
は
こ
の
疑
問
を
出
発
点
と
す

る
が
、
次
に
先
行
研
究
の
状
況
に
密
を
向
け
、
こ
の
疑
問
を
研
究
史
の
文
脈

に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
目
的
を
よ
り
明
確
に
し
て
お
き
た

い
。①

≦
島
Φ
§
霧
亭
『
①
易
置
〉
汽
。
げ
冨
窟
ω
8
薯
ω
㌦
．
空
ω
§
貯
§
β
ヨ
ぎ
窟
a
ぴ
器

　
霞
雪
ψ
ヨ
費
ぎ
剛
ω
α
q
Φ
6
。
邸
毎
ヨ
5
甲
肉
鴨
ミ
ミ
§
窪
象
。
㌶
§
恥
ミ
防
O
、
9
ミ
懸
防
。
ミ
§
、
ミ
聴

　
（
以
下
、
沁
緊
O
。
鼻
と
略
）
弧
∴
u
甲
b
。
曽
℃
餌
膏
狐
。
。
癖
心
（
以
下
、
≦
三
Φ
§
霧
と
略
γ

　
⊆
げ
．
メ
O
昌
■
卜
σ
ト
っ
山
≧
げ
葭
8
ω
》
£
窪
ω
グ
．
頃
巨
。
鳥
蝉
田
2
0
ω
o
一
曳
巳
＄
舞
、
ド

　
沁
零
象
♪
H
＜
博
℃
碧
昼
一
〇
。
刈
り
（
以
下
、
≧
び
㊦
降
霧
と
略
ア
ご
げ
■
9
0
¢
。
O
．
嵩
9

②
周
知
の
様
に
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
・
ド
・
ブ
イ
ヨ
ン
は
「
国
王
」
の
称
号
を
持
た
な

　
か
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
彼
の
選
出
時
よ
り
「
王
国
」
と
し
て
扱
う
。

③
ア
ン
ド
レ
ア
ス
司
教
の
史
料
上
の
登
場
が
ア
ス
カ
ロ
ン
司
教
と
ほ
ぼ
同
時
期
で

　
あ
る
こ
と
、
そ
の
副
署
が
見
ら
れ
る
証
書
全
王
上
中
一
通
が
ア
ス
カ
ロ
ン
伯
発
給

　
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
～
通
が
ア
ス
カ
ロ
ン
で
発
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と

　
す
る
が
確
定
は
で
き
な
い
。
G
ミ
ミ
ミ
鳶
魯
さ
愚
ミ
㎡
§
象
帖
ミ
ー
魯
ミ
ら
鑓
譜

　
隷
、
器
ミ
§
℃
慧
【
■
α
㊦
幻
。
鵠
①
H
ρ
国
‘
℃
壁
9
一
。
。
蒔
O
（
以
下
、
円
。
臥
騨
Φ
と
略
）
曽

　
①
ρ
一
愈
．
ア
ン
ド
レ
ア
ス
は
ヤ
ッ
フ
ァ
近
郊
で
あ
ろ
う
か
。

④
　
ア
ッ
コ
ン
司
教
区
の
一
部
が
、
人
口
増
加
の
た
め
に
一
時
的
に
独
立
し
て
司
教

　
座
を
形
成
し
た
と
思
わ
れ
る
。
肉
馨
偽
ミ
、
§
帖
ミ
ミ
。
旨
嘗
職
ミ
葺
§
O
轟

　
ミ
O
§
ト
8
暑
■
円
α
話
。
拝
三
層
H
目
ω
鐸
琴
犀
レ
。
。
㊤
ω
（
以
下
、
沁
§
§
と
略
γ

　
一
㎝
㎝
■

⑤
所
在
地
不
明
。

⑥
拙
稿
「
都
市
エ
ル
サ
レ
ム
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ー
前
期
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
の
統
治

　
構
造
1
」
『
史
林
睡
八
三
巻
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
（
以
下
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
と

　
略
）
、
八
○
～
八
一
頁
。

⑦
；
笹
紀
に
は
、
ベ
ゼ
レ
大
司
教
と
フ
ァ
ラ
ン
司
教
が
加
わ
る
が
、
一
方
、
ア

　
ス
カ
ロ
ン
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
、
ト
ロ
マ
イ
ダ
、
ト
ル
ペ
イ
エ
ン
シ
ス
各
司
教
は
そ

　
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い
。
．
．
U
ぞ
話
匹
⑲
旨
Φ
弩
叫
H
げ
Φ
＝
⇒
．
、
一
肉
蓉
N
o
貧
H
甲
℃
母
昼

　
一
〇
。
a
（
以
下
、
』
Φ
き
匹
①
、
ぎ
Φ
一
ぎ
と
略
y
O
ゲ
巷
．
卜
⊃
①
H
－
鱒
①
○
。
．

⑧
例
え
ば
、
田
巨
ぎ
P
切
じ
§
鳴
ト
ミ
註
Q
訪
ミ
き
§
§
9
塁
窺
寒
、
勲
§
勲
§
鳴

　
恥
§
N
ミ
9
ミ
ミ
び
。
践
呂
”
ち
。
。
o
（
以
下
、
9
ミ
惑
と
略
）
も
謁
刈
■

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　
西
欧
封
建
制
と
の
比
較
を
繊
発
点
と
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
史
研
究
で
は
、

国
王
・
貴
族
以
外
の
要
素
、
即
ち
封
建
外
要
素
を
王
国
構
造
の
中
に
位
置
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

け
る
試
み
が
殆
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
教
会
と
い
う
要
素
も
例
外
で
は
な

い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
、
古
典
的
研
究
者
達
が
大
き
く
依
拠
し
た
｝
三
盤

紀
の
法
書
家
ヤ
ッ
フ
ァ
伯
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン
の
記
述
が
あ
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
聖
職
者
へ
の
封
の
譲
渡
禁
止
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

職
者
の
封
建
社
会
構
造
か
ら
の
分
離
と
も
狂
え
る
彼
の
視
点
が
、
近
年
の
研

究
考
の
抱
く
王
国
構
造
の
枠
組
み
に
投
影
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
教
会
と
王
権
と
の
関
係
を
対
象
に
し
た
考
察
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
G
・
ド
デ
ュ
は
、
王
国
領
の
大
部
分
を
教
会
が
所
有
し
て
い

た
こ
と
、
教
会
へ
の
諸
特
権
の
付
与
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
教
会
の
経
済
的

優
位
を
根
拠
と
し
て
教
会
が
王
権
の
伸
長
を
阻
害
し
た
一
因
と
考
え
る
一
方

で
、
総
大
司
教
の
持
つ
国
王
戴
冠
権
と
国
王
の
持
つ
司
教
任
命
権
が
両
者
の
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間
で
相
互
抑
制
的
に
働
い
た
こ
と
や
、
国
王
は
政
治
的
に
教
会
と
結
び
付
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
貴
族
勢
力
に
対
抗
し
え
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
降
、
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

研
究
者
の
論
点
は
、
国
王
戴
冠
権
が
王
権
を
抑
制
し
た
か
否
か
、
王
国
の
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

職
者
が
政
治
権
力
℃
o
一
誌
。
巴
で
。
毛
Φ
H
を
有
し
た
か
否
か
、
教
会
の
所
領
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

王
権
の
伸
長
を
阻
害
し
た
か
否
か
、
の
三
点
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
ド
デ
ュ
以
外
、
各
々
の
見
解
の
相
違
が
国
王
・
貴
族
関
係
を
中
心

と
し
た
王
国
構
造
の
理
解
に
ど
の
様
に
投
影
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
吟

味
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ド
デ
ュ
以
降
の
諸
研
究
者
の
目
的
は
、

王
国
構
造
の
文
脈
で
教
会
を
捉
え
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
ド
デ
ュ
説
の
是
非

に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
等
の
出
発
点
と
な
る
ド
デ
ュ

の
見
解
自
体
、
史
料
的
根
拠
に
乏
し
く
、
時
代
的
変
遷
を
考
慮
に
入
れ
て
い

な
い
、
と
い
う
大
き
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
先
の
三

点
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
王
国
教
会
が
ど
の
様
に
、

そ
し
て
如
何
な
る
主
導
権
の
下
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
過
程

を
よ
り
史
料
に
根
ざ
し
た
形
で
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
従
っ
て
本
稿
の
目
的
は
、
最
終
的
に
は
教
会
と
い
う
封
建
外
要
素
を
も
含

め
た
王
国
構
造
を
理
解
す
る
た
め
の
前
段
階
と
し
て
、
従
来
の
研
究
で
囲
う

教
会
創
設
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
王
権
と
教
会
の
関

係
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
考
察
に
移
る
前
に
先

ず
必
要
で
あ
る
の
は
、
教
会
創
設
と
い
う
用
語
が
示
す
範
囲
を
あ
る
程
度
明

確
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
教
会
創
設
夢
①

Φ
ω
冨
踏
跡
7
日
Φ
艮
。
｛
酔
Φ
o
ご
上
宝
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
る
際
、
教
会
領

獲
得
や
教
会
建
立
と
そ
れ
に
伴
う
司
教
選
出
ま
で
が
考
察
の
無
難
と
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
は
王
国
教
会
が
そ
の
制
度
の
確
立
過
程
で
直
面
し
た
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
内
部
規
定
や
紛
争
の
解
決
）
が
含
ま
れ
て
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
し

か
し
、
洒
欧
中
世
世
界
に
と
っ
て
処
女
地
で
あ
っ
た
パ
レ
ス
チ
ナ
・
シ
リ
ア

で
は
ロ
ー
マ
教
会
の
支
配
は
古
代
か
ら
の
連
続
性
を
喪
失
し
て
お
り
、
建
国

当
初
の
十
字
軍
士
達
に
と
っ
て
教
会
の
復
活
と
は
新
た
に
教
会
を
形
成
し
て

い
く
作
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
教
会
制
度
が

ど
の
様
に
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
も
等
し
く
欝
を

向
け
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
従
来
の
教
会
創
設
に
教
会
制

度
の
確
立
過
程
を
加
え
た
も
の
と
し
て
教
会
形
成
と
い
う
語
を
用
い
て
お
き

た
い
。
但
し
、
史
料
上
の
問
題
と
、
本
稿
の
爵
的
が
教
会
形
成
過
程
に
お
け

る
主
導
権
の
変
遷
を
追
う
こ
と
に
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
王
国
教

会
の
組
織
や
制
度
の
実
態
そ
の
も
の
に
ま
で
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
を
予
め

断
っ
て
お
く
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
先
ず
は
教
会
創
設
と
そ
れ
に
伴
う
司
教
選

出
の
状
況
に
焦
点
を
当
て
、
通
説
が
ど
の
程
度
ま
で
適
切
で
あ
る
の
か
を
確

認
し
た
い
。

　
①
拙
稿
「
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
に
お
け
る
騎
士
修
道
会
の
発
展
－
去
誤
議
・
集
会
の
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分
析
を
中
心
に
一
i
扁
『
史
林
臨
八
一
巻
四
号
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
一
～
一
〇

　
六
頁
。
拙
稿
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
、
六
一
～
六
九
頁
。

②
例
え
ば
、
冨
舞
儀
．
H
窪
隻
P
O
冨
℃
』
b
膳
P
卜
。
①
O
■

③
U
。
9
ρ
摯
§
謎
憂
密
恥
ミ
国
ミ
§
恥
§
ミ
野
並
§
§
蕊
N
馬
涛
＆
盛
N
§
貼

　
ト
ミ
営
魯
凛
、
箋
ミ
鴨
ミ
N
8
や
魅
リ
ト
℃
碧
グ
一
〇
。
り
企
賢
ω
O
刈
鈴
一
く
．
一
方
で
、
王

　
国
の
高
位
塑
職
者
達
は
何
ら
政
治
権
力
を
持
た
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠

　
は
不
明
で
あ
る
。

④
」
・
ラ
・
モ
ン
ト
は
、
総
大
司
教
か
ら
戴
冠
さ
れ
て
い
な
い
ギ
ー
・
ド
・
リ
ュ

　
ジ
ニ
ャ
ン
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
を
例
に
挙
げ
、
総
大
司
教
に
よ
る
戴
冠
が
、
決

　
し
て
国
王
に
対
す
る
抑
制
作
用
と
し
て
働
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
憲
張
す

　
る
。
ピ
餌
窯
O
艮
辞
一
ご
凄
N
へ
§
N
さ
嵩
ミ
ら
ず
§
暮
馬
ト
ミ
§
黍
昌
寒
ミ
駄
詩
、
§
恥
織
榊
§

　
置
8
－
誌
℃
ト
0
鋤
二
二
賦
α
q
ρ
一
Φ
Q
。
b
。
（
以
下
、
寓
。
”
費
。
ξ
と
略
）
も
．
悼
O
O
．
し
か

　
し
一
方
、
国
王
の
持
つ
司
教
任
命
権
が
王
権
に
と
っ
て
有
効
に
作
用
し
た
こ
と
は

　
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑤
ド
デ
ュ
と
同
様
に
、
聖
職
者
が
政
治
権
力
を
有
さ
な
か
っ
た
と
の
見
解
を
持
つ

　
者
と
し
て
は
、
J
・
プ
ラ
ワ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
℃
茜
≦
①
が
賢
§
鳴
ト
ミ
き

　
器
蓉
ミ
駄
§
藁
器
§
し
2
β
隆
の
β
一
Φ
話
（
以
下
、
寒
§
鰻
蓉
ミ
と
略
）
▼

　
署
高
。
。
①
山
㊤
野
一
方
、
聖
職
者
は
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
（
国
王
主
催
の
封
建
会
議
）

　
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
り
、
故
に
政
治
権
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
、
ド
デ
ュ
の

　
見
解
を
批
判
す
る
者
と
し
て
は
、
ラ
・
モ
ン
ト
、
J
・
リ
シ
ャ
！
ル
や
B
・
ハ
ミ

　
ル
ト
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ピ
四
ζ
O
艮
ρ
§
謹
弐
婁
箸
■
b
っ
一
〇
－
卜
⊃
一
一
・
　
労
8
訂
既
・

　
』
こ
肉
馨
国
ヘ
ミ
い
織
§
譜
隷
、
塞
ミ
鴨
ミ
M
℃
巴
ω
甲
一
り
0
ρ
§
恥
ト
ミ
註
映
軌
論
答
ミ
駄

　
奪
題
寒
§
”
冨
ロ
ω
■
ω
ゲ
三
①
《
し
」
〉
ヨ
ω
§
詠
β
一
り
刈
P
℃
層
．
一
〇
甲
δ
。
。
∴
同
げ
箆

　
．
月
ぽ
三
富
び
一
一
菩
ヨ
①
暮
。
＝
7
①
い
警
p
O
ぎ
8
て
、
甲
臨
§
§
庭
駄
導
鴨
O
ミ
旨
量

　
く
。
一
μ
＆
．
N
8
0
g
℃
．
9
匿
霞
p
N
費
9
≦
．
一
ミ
誌
8
蕊
旦
一
り
。
。
㎝
w
り
b
。
臨
㌫

　
類
帥
自
一
件
o
P
9
ミ
鼻
竈
．
①
偽
霧
①
◎

⑥
S
・
テ
ィ
ブ
ル
は
、
綿
密
な
所
領
調
査
か
ら
、
教
会
へ
の
所
領
割
譲
は
王
領
以

　
上
に
責
族
所
領
に
お
い
て
激
し
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
と
し
た
。
↓
ぴ
虹
P
ω
↓

　
§
謡
ミ
q
電
§
ミ
ト
ミ
喜
》
嘗
冒
㌧
譜
ト
ミ
註
疑
、
巻
ミ
駄
§
註
警
贈
ミ
N
8
℃
－
魅
め
ト

　
○
×
♂
箆
一
り
。
。
P
㍗
り
Φ
｛
h

⑦
空
。
募
斧
．
、
臣
Φ
舞
舞
窪
路
日
Φ
艮
。
｛
子
①
二
号
9
霞
。
究
．
曽
℃
』
。
。
。
。
．
る
「
巽
・

　
⑦
が
ト
織
§
黍
謡
寒
ミ
も
」
＄
．

二
　
教
会
創
設
と
そ
れ
に
伴
う
司
教
の
選
毘

　
既
に
触
れ
た
様
に
、
ラ
ム
ラ
司
教
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
選
出
は
十
字
軍
士
達

の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
又
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
墳

墓
教
会
に
聖
堂
参
事
会
を
設
立
し
、
参
事
会
員
達
に
聖
職
禄
を
与
え
る
と
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
、
ヨ
サ
フ
ァ
谷
の
修
道
院
を
再
建
し
た
。
聖
墳
墓
教
会
助
祭
長
に
は
ノ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

マ
ン
デ
イ
i
公
ロ
ベ
ー
ル
の
助
司
祭
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
が
、
ヨ
サ
フ
ァ
谷
修
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

院
長
に
は
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
に
従
軍
し
た
バ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
が
選
出
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
一
一
〇
三
年
の
カ
エ
サ
レ
ア
占
領
後
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
は
、
そ
こ

に
大
司
教
座
を
復
活
し
、
バ
ル
ド
ゥ
イ
ヌ
ス
を
大
司
教
に
選
出
し
た
。
又
、

一
一
〇
〇
年
に
ガ
リ
ラ
ヤ
一
帯
を
制
圧
し
た
タ
ン
ク
レ
ッ
ド
は
、
そ
の
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

深
さ
か
ら
ナ
ザ
レ
、
テ
ィ
ベ
リ
ア
と
タ
ボ
ー
ル
山
に
教
会
を
建
設
し
た
が
、

こ
れ
ら
が
司
教
選
出
を
伴
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
ン
ク
レ
ッ

ド
が
非
常
に
多
く
の
寄
進
を
施
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
件
の
諸
教
会
を
長
期
に

亘
っ
て
支
え
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
寄
進
は
聖
職
禄
等
に
有
用
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

137 （261）



　
こ
れ
ら
が
示
す
様
に
、
確
か
に
建
国
当
初
の
教
会
創
設
は
征
服
者
主
導
の

下
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ロ
ー
マ
教
会
圏
か
ら
の
空
間
的
隔

離
と
ル
・
ピ
ュ
イ
司
教
ア
デ
マ
ル
ス
の
死
に
よ
る
心
界
統
率
者
の
不
在
が
あ

　
⑤つ

た
。
建
国
当
初
の
王
国
に
残
っ
た
聖
職
者
達
は
諸
侯
の
家
産
的
な
者
達
で

あ
り
、
人
格
的
・
経
済
的
に
俗
人
に
大
き
く
依
存
す
る
者
達
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
建
国
当
初
に
選
出
さ
れ
た
高
位
盤
職
者
の
殆
ど
が
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

仏
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
但
し
、
建
国
当
初
の
教
会

創
設
が
、
王
権
強
化
政
策
の
一
環
と
い
う
よ
り
は
建
国
時
の
王
国
が
直
面
し

た
現
実
へ
の
対
処
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
聖
墳
墓
教
会
助
祭
長
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス

を
排
し
て
教
皇
特
使
ピ
サ
司
教
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
を
初
代
エ
ル
サ
レ
ム
総

大
司
教
と
し
て
受
け
入
れ
た
（
位
～
〇
九
九
年
～
＝
〇
一
年
）
こ
と
か
ら

　
　
　
　
⑦

理
解
さ
れ
る
。

　
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
の
誕
生
は
、
王
国
に
区
界
大
領
主
が
誕
生
し
、
教

会
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
支
柱
が
築
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ダ
イ

ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
と
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
や
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
と
の
対
立
と
、
そ
こ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
生
じ
た
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
帰
欧
に
よ
る
総
大
司
教
位
の
空
位
　
　
こ

の
間
、
エ
ベ
レ
マ
ル
ス
が
総
大
司
教
と
な
る
が
、
後
に
教
皇
特
使
ア
ル
ル
大

司
教
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
に
よ
り
無
効
化
さ
れ
、
最
終
的
に
、
前
者
は
カ
エ
サ
レ
ア

大
司
教
に
、
後
者
は
総
大
司
教
（
位
＝
一
〇
年
～
一
＝
二
年
）
に
選
出

　
　
⑨

さ
れ
た
　
　
は
、
再
び
聖
界
統
率
者
の
不
在
と
い
う
状
況
を
産
み
だ
し
た
。

一
＝
○
年
、
こ
の
様
な
状
況
下
で
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
司
教
座
が
ベ
ツ

レ
ヘ
ム
教
会
で
あ
っ
た
。

　
　
…
…
余
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
は
…
…
我
ら
が
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
生
誕
地

　
　
で
、
余
の
頭
上
に
焼
め
く
王
冠
が
掲
げ
ら
れ
た
地
で
あ
る
ベ
ツ
レ
ヘ
ム

　
　
の
教
会
の
持
つ
卓
越
さ
に
、
こ
れ
ま
で
明
敏
な
目
を
向
け
て
き
た
。
そ

　
　
し
て
、
余
は
件
の
教
会
に
…
…
完
金
な
る
司
教
の
権
威
を
導
入
す
る
こ

　
　
と
を
決
心
し
た
。
長
い
間
、
誠
実
な
心
を
も
っ
て
、
余
は
絶
え
間
な
く

　
　
こ
の
重
大
な
計
画
を
思
案
し
て
き
た
。
遂
に
、
余
は
こ
の
問
題
を
分
別

　
　
あ
る
助
祭
長
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
堂
参
事
会
に
切
り
出

　
　
し
、
熱
意
を
も
っ
て
余
に
助
言
を
な
す
よ
う
懇
願
し
た
。
彼
等
は
余
の

　
　
懇
願
を
受
け
入
れ
、
…
…
こ
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
た
め
、

　
　
ロ
ー
マ
へ
行
く
こ
と
を
決
心
し
た
。
…
…
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
は
エ
ル
サ

　
　
レ
ム
に
…
…
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
を
送
っ
た
。
…
…
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
は
、
件
の
教

　
　
会
を
統
括
し
、
又
、
聖
歌
隊
前
事
者
で
あ
っ
た
輝
け
る
ア
ス
ケ
テ
ィ
ヌ

　
　
ス
…
彼
は
、
余
と
余
の
卓
越
な
る
女
直
や
民
衆
の
望
み
に
よ
っ
て
、

　
　
エ
ル
サ
レ
ム
の
参
事
会
に
お
い
て
、
ア
ス
カ
ロ
ン
の
司
教
に
選
出
さ
れ

　
　
て
い
た
の
で
あ
る
が
　
　
が
初
代
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
司
教
た
る
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
と
を
宣
算
し
た
…
…
。

ベ
ツ
レ
ヘ
ム
教
会
に
司
教
座
を
設
置
す
る
作
業
は
、
聖
職
者
達
の
助
雷
と
教

皇
特
使
の
宣
言
に
よ
っ
て
完
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
事
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後
承
諾
に
過
ぎ
ず
、
司
教
座
設
置
と
司
教
選
出
の
主
導
者
は
国
王
で
あ
る
こ

と
を
国
王
自
ら
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
国
王
と
総
大
司
教

は
王
国
の
諸
侯
達
と
共
に
テ
ィ
…
ル
の
町
で
、
そ
の
大
司
教
を
選
出
す
る
た

　
　
　
　
　
⑪

め
に
集
ま
っ
た
」
、
｝
＝
盛
年
の
テ
ィ
ー
ル
教
会
創
設
時
も
同
様
の
経
緯

で
事
が
運
ば
れ
た
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
様
に
、
教
会
創
設
が
王
権
主
導
の
下

に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
従
来
の
説
は
、
少
な
く
と
も
＝
一
一
四
年
迄
は
確

認
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
バ
ニ
ヤ
ス
の
例
は
状
況
を
異
に
す
る
。
…
＝
一
一
八
年
、
フ
ル

ク
・
ダ
ン
ジ
ュ
ー
率
い
る
国
王
軍
は
、
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
北
方
の
拠
点
バ
ニ
ヤ
ス

の
占
領
に
成
功
し
た
。
こ
の
時
、
総
大
司
教
ギ
レ
ル
ム
ス
（
位
一
＝
二
〇
年

～
一
一
四
五
年
）
と
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
フ
ル
シ
ェ
リ
ウ
ス
の
同
意
と
承
認
に

基
づ
い
て
、
爵
禄
領
主
で
あ
る
バ
ニ
ヤ
ス
司
教
に
は
ア
ッ
コ
ン
教
会
助
祭
長

ア
ダ
ム
が
選
出
さ
れ
、
恐
ら
く
は
フ
ル
ク
に
よ
っ
て
世
俗
領
主
に
は
ル
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

エ
ー
ル
・
ブ
リ
ユ
が
選
出
さ
れ
た
。
即
ち
、
こ
の
司
教
選
出
作
業
に
国
王
の

関
与
は
見
ら
れ
ず
、
状
況
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
、
国
王
と
総
大
司
教
に
よ

る
聖
・
俗
の
役
割
分
担
で
あ
る
。
岡
様
に
、
＝
五
四
年
、
ア
ス
カ
ロ
ン
占

領
後
、
総
大
司
教
フ
ル
シ
ェ
リ
ウ
ス
（
位
一
…
四
五
年
～
一
一
五
七
年
）
は
、

聖
墳
墓
教
会
聖
堂
参
事
会
員
ア
ブ
サ
ロ
ン
の
司
教
叙
階
を
行
い
、
適
数
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

会
員
の
配
置
と
聖
職
禄
を
定
め
、
ア
ス
豊
凶
ン
教
会
を
組
織
化
し
た
。
こ
の

時
、
ア
ス
カ
ロ
ン
教
会
の
帰
属
を
巡
っ
て
、
総
大
司
教
と
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
司
教

ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
が
対
峙
し
、
問
題
が
教
皇
庁
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
国
王
が
問
題
に
関
与
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
又
、
＝
六
八
年

に
占
領
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
・
ヨ
ル
ダ
ン
一
帯
は
、
ア
モ
ー
リ
ー
一
世
に
よ
り

ブ
イ
リ
ッ
プ
・
ナ
ブ
ル
ス
へ
と
下
封
さ
れ
る
が
、
ペ
ト
ラ
大
司
教
に
は
テ
ン

プ
ル
・
ド
ミ
ニ
修
道
士
グ
エ
リ
ッ
ゥ
ス
が
、
ヘ
ブ
ロ
ン
司
教
に
は
元
総
大
司

教
フ
ル
シ
ェ
リ
ウ
ス
の
甥
ラ
イ
ナ
ル
ド
ゥ
ス
が
司
教
に
選
出
さ
れ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

情
報
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
こ
で
、
一
二
世
紀
の
王
国
に
関
す
る
情
報
を
与
え
る
年
代
記
を
作
成
し

た
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
テ
ィ
ー
ル
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
モ
ー
リ
ー

一
世
に
重
用
さ
れ
た
彼
は
、
幼
少
の
ボ
ー
ド
ワ
ン
四
世
の
教
育
係
で
あ
り
、

そ
の
ボ
ー
ド
ワ
ン
四
世
統
治
下
で
は
国
王
尚
書
官
を
長
期
に
亘
っ
て
担
っ
た
。

こ
の
様
に
、
国
王
と
の
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
彼
が
年
代
記
を
作
成
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
、
ア
モ
ー
リ
ー
｝
世
の
依
頼
に
よ
る
。
ギ
ヨ
ー
ム
は
、
一
一
四
五
年
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

…
一
六
五
年
に
か
け
て
留
学
の
た
め
渡
欧
し
た
が
、
そ
の
間
の
情
報
を
ア

モ
ー
リ
ー
一
世
の
元
妻
ア
ニ
ュ
エ
ス
・
ド
・
ク
ー
ル
ト
ネ
ー
の
血
縁
者
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

つ
た
聖
母
マ
リ
ア
女
子
修
道
院
長
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
即
ち
、
ギ

ヨ
ー
ム
の
年
代
記
は
、
国
王
達
の
業
績
を
記
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
書
え

る
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
く
と
、
ア
モ
ー
リ
ー
一
粟
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た

ト
ラ
ン
ス
・
ヨ
ル
ダ
ン
で
の
教
会
創
設
の
功
績
が
国
王
に
帰
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ギ
ヨ
ー
ム
は
そ
れ
を
明
記
し
た
は
ず
で
あ
る
。
又
、
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先
に
記
し
た
様
に
、
一
＝
～
○
年
代
か
ら
一
一
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
既
得

領
内
に
多
数
の
司
教
座
が
創
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ギ
ヨ
ー
ム
が

一
切
触
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
創
設
作
業
に
は
国
王
の
業
績
が
認
め
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
、
教
会
創
設
と
そ
れ
に
伴
う
司
教
選
嵐
作
業
は
、
＝
二
四
年
迄

は
王
権
主
導
の
下
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
は
三
界
の
問
題
と
し
て
総
大

司
教
を
頂
点
と
す
る
聖
書
権
威
の
主
導
下
に
移
行
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

①
ヨ
ぽ
§
声
に
げ
．
P
O
帥
や
■
り
．

②
窓
ぎ
雪
象
ω
住
①
言
色
①
門
ω
。
9
ぎ
鉱
。
窃
勺
。
象
⑦
霧
グ
、
．
田
。
・
§
冨
宰
窪
8
ッ

　
自
ヨ
ρ
臥
＄
需
崔
簿
岸
①
謹
鍵
一
⑦
既
．
w
肉
期
6
0
壼
國
F
℃
9
鼠
ρ
一
〇
◎
①
①
w
O
省
．
一
メ

　
ピ
笹
．
曽
．

③
毛
三
①
§
揖
＝
び
」
ρ
9
℃
」
9

④
ヨ
＝
Φ
§
¢
ρ
こ
げ
．
P
O
弾
℃
し
ω
9
証
書
史
料
の
分
析
か
ら
、
ナ
ザ
レ
に
司
教
座

　
が
醗
か
れ
た
の
は
一
一
〇
九
年
頃
、
テ
ィ
ベ
リ
ア
に
司
教
座
が
置
か
れ
た
の
は
一

　
＝
皿
○
年
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
テ
ィ
ベ
リ
ア
に
司
教
座
が
遣
か
れ

　
た
た
め
に
、
ナ
ザ
レ
が
大
司
教
座
に
昇
格
し
た
と
思
わ
れ
る
。

⑤
田
邑
ぎ
p
9
§
簿
も
℃
」
一
門
ニ
メ

⑥
他
に
、
カ
エ
サ
レ
ア
大
司
教
と
な
っ
た
エ
ベ
レ
マ
ル
ス
（
テ
ル
ア
ン
ヌ
の
ア
ル

　
ト
ワ
出
身
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
卜
題
隷
ミ
ミ
題
風
6
ミ
、
ミ
鳴
、
譜
§
9
、
費
℃
昏
．

　
カ
①
ざ
ζ
．
”
℃
霞
β
一
〇
Q
①
P
唱
唱
．
刈
ま
1
刈
唱
．

⑦
≦
ぽ
§
β
9
ご
げ
．
P
g
b
．
一
画
特
に
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
の
後
ろ
盾
を
得

　
た
聖
墳
墓
教
会
助
祭
長
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
は
初
代
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
に
選
出
さ

　
れ
て
い
た
が
（
一
〇
九
九
年
）
、
教
皇
の
正
式
認
可
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

　
乏
崔
禽
年
年
り
瞑
げ
．
P
O
書
．
心
．
し
か
し
そ
の
後
、
一
一
～
二
年
か
ら
～
　
～
八

　
年
ま
で
は
総
大
司
教
と
し
て
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。

⑧
≦
鰻
①
§
β
に
ぴ
・
芦
○
巷
■
ド
蒔

⑨
≦
厳
Φ
§
β
＝
げ
」
ρ
O
巷
．
卜
。
伊
口
び
．
＝
b
餌
℃
ム
■

⑩
ヨ
濠
§
嘱
し
・
り
＝
げ
．
F
O
碧
．
這
…
Φ
α
q
。
し
d
9
匡
巳
毒
ω
：
．
①
×
。
亀
Φ
暮
碧

　
り
d
Φ
［
田
①
①
目
ぼ
8
P
p
鯨
ぞ
障
p
件
Φ
ヨ
U
o
ヨ
写
一
”
o
し
・
艮
』
窃
虐
O
訂
冨
群
雲
器
｛
巳
α
q
答
⇔

　
5
2
竃
需
降
田
9
睾
ρ
ぎ
ρ
信
三
唱
江
導
蕊
＜
Φ
器
茜
げ
ヨ
冨
憎
。
巷
9
旨
霊
ヨ
象
魯
防
甲

　
ヨ
魯
Φ
o
ヨ
p
ε
ヨ
Φ
｛
｛
巴
。
。
㊦
鎚
齢
”
暮
㊦
讐
団
o
o
℃
餌
賦
鰹
α
q
巴
富
［
Φ
α
o
p
費
Φ
ε
H
ヨ
一
三
℃
①
門

　
o
葺
巳
勲
℃
㌶
o
島
ρ
回
α
q
夏
至
ρ
β
o
山
8
こ
Φ
o
霧
帯
o
o
目
8
罵
類
ヨ
冒
号
。
。
ヨ
①
艮
興
㊦
×
・

　
8
α
q
蹄
昏
ρ
［
雪
白
Φ
ヨ
¢
。
げ
曽
器
ω
〉
噌
p
巳
諭
費
。
匡
象
ロ
o
o
巳
一
斗
「
一
〇
冨
ユ
。
・
。
。
一
目
r
典

　
頃
す
δ
。
。
o
ぞ
臼
詳
固
巴
。
巷
障
儒
躍
窃
ρ
¢
①
b
Φ
乙
仁
×
館
霊
導
ρ
β
Φ
象
篇
①
ヨ
。
巷
搾
信
ぽ
β

　
馨
匿
鷺
門
7
8
お
ヨ
帥
ぼ
8
諺
¢
♂
H
㊦
馨
。
げ
巳
×
Φ
H
o
σ
q
磐
納
O
β
＝
二
日
甘
ω
＄
Φ
聴
帯

　
二
〇
巴
ヨ
Φ
器
。
げ
。
。
①
ρ
話
三
⑦
ω
甲
．
：
箕
。
”
o
o
目
①
σ
q
o
H
δ
労
。
臼
9
月
差
ユ
号
o
H
①
＜
Φ
鑓
艮

　
…
】
）
o
ヨ
ぎ
¢
ω
＜
①
お
℃
霧
0
7
簿
笥
G
。
℃
巷
9
9
げ
①
厳
p
¢
β
＝
．
国
δ
毎
ω
旺
①
三
二
お
臥
膏
…
噂

　
ぎ
b
d
簿
賦
①
Φ
ヨ
誠
自
Φ
0
9
㊦
ω
鼠
”
〉
ω
0
7
Φ
島
ロ
窃
”
鼠
毎
目
一
一
露
超
話
ヨ
窪
ヨ
鳥
①
ヨ

　
α
q
¢
ぴ
Φ
ヨ
餌
導
Φ
β
ρ
信
①
ヨ
類
δ
H
o
ω
o
ぞ
ヨ
埠
磐
β
ヨ
＄
豆
9
『
白
①
霊
鑑
①
ヨ
Φ
o
巳
Φ
ω
鈷
Φ

　
o
き
3
目
①
鐸
ヨ
⑦
2
ヨ
ヨ
鉱
ω
頸
0
8
ユ
げ
島
簿
憶
。
唱
巳
。
〈
9
魯
〔
①
〉
ω
o
鉱
。
昌
曽
P

　
鉱
Φ
α
q
費
裏
口
β
g
。
α
欝
華
府
帥
［
①
鳳
ω
8
唱
¢
β
o
σ
叶
ぎ
葭
Φ
も
H
一
書
簿
β
旨
Φ
営
。
。
8
℃
巴
Φ
日

　
号
9
①
暴
け
＝
：
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
ア
ス
カ
ロ
ン
司
教
は
明
ら
か
に
称
号
司
教
［
解

　
8
同
ぴ
置
三
〇
℃
で
あ
る
。
尚
、
元
々
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
は
カ
エ
サ
レ
ア
大
司
教
の
管
轄

　
下
に
あ
っ
た
。
〉
笹
霞
2
ρ
訟
げ
．
P
O
碧
」
①
．

⑪
誤
ま
§
歩
ご
げ
」
ω
甲
0
焦
り
器
：
：
冨
×
2
ヨ
山
§
ぎ
。
窟
一
門
§
。
握
る
榊
ヨ
p
・

　
㎞
o
鋤
暫
ω
諾
α
q
巳
雪
ぎ
9
且
σ
扇
巷
信
恥
↓
罵
毎
ヨ
。
是
く
Φ
巴
窪
［
①
ω
響
匹
Φ
唱
。
艮
臨
8

　
①
己
Φ
ヨ
①
0
9
㊦
ω
賦
Φ
o
「
象
爵
口
ら
o
o
o
㊦
需
二
丁
ぎ
げ
會
Φ
冨
。
〔
讐
Φ
ヨ
：
：
尚
、
テ

　
イ
ー
ル
占
領
前
の
集
会
で
選
出
さ
れ
た
オ
ド
は
総
大
司
教
に
よ
り
叙
階
さ
れ
た
が
、

　
テ
ィ
ー
ル
占
領
前
に
死
去
し
た
。
≦
竃
Φ
§
霧
甲
＝
げ
．
一
ω
り
O
巷
．
一
ω
咀

⑫
ヨ
ぎ
§
葺
匡
σ
．
昼
O
，
。
唱
．
罫

⑬
≦
田
①
§
歩
賦
げ
」
メ
O
巷
・
。
。
9
～
方
、
ア
ス
ヵ
ロ
ン
は
伯
領
と
し
て
ボ
i
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エルサレム王国における教会形成と王権（櫻井）

　
ド
ワ
ン
三
世
の
弟
ア
モ
ー
リ
ー
に
委
ね
ら
れ
た
。

⑭
類
臣
Φ
§
β
ご
げ
』
ρ
O
巷
．
ω
・

⑮
年
代
記
は
＝
六
七
年
か
ら
＝
八
二
年
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
。
隊
お
ざ

　
〉
‘
．
．
≦
帥
一
一
貯
ヨ
。
｛
日
≦
ρ
↓
ぽ
竃
舞
一
p
σ
q
o
｛
簿
臣
ω
a
ユ
き
ぎ
爵
①
竃
一
象
一
Φ

　
〉
σ
Q
①
ω
．
．
讐
憩
題
ミ
§
鼻
×
く
押
隣
り
蔭
も
O
．
一
お
∴
①
q

⑯
国
ξ
α
q
鼻
即
5
．
、
O
・
厳
髭
塁
鳥
⑦
犀
は
［
民
貯
路
戸
d
訂
。
ぎ
旨
H
①
［
×
H
×
曽
お
］

　
伍
①
ω
。
⇔
、
震
ω
〔
。
冨
．
曇
貝
2
く
軌
．
り
ト
ミ
§
ミ
鮪
沁
§
ミ
惑
ミ
§
ミ
§
×
×
H
し
8
b
。
り

　
署
「
o
。
一
一
－
。
。
卜
。
Φ
∴
竃
避
Φ
斜
螢
曽
．
．
ω
2
無
Φ
。
・
ぎ
鼻
①
鱒
鴇
。
蔓
。
｛
O
器
魯
と
Φ
一
二
Φ
a
㊦

　
o
こ
Φ
H
塁
鉱
Φ
鼠
、
甲
b
輿
ミ
い
ミ
琳
§
Q
二
月
ミ
馬
ジ
×
×
く
二
一
り
謡
も
．
リ
メ

⑰
ζ
醸
Φ
び
、
甫
冨
o
d
①
σ
q
ぎ
巴
・
σ
q
。
。
。
暁
園
ぎ
α
Q
》
器
謀
。
。
｛
蜜
霧
恥
8
ヨ
ー
．
w
§
馬

　
き
ミ
雪
駄
ミ
鉢
§
る
篇
鼠
巴
貴
b
づ
凱
Φ
凄
。
。
巴
㊦
β
む
。
。
刈
も
」
一
ト
。
O
．

三

教
会
潮
度
の
確
立
過
程
と
王
権

－
聖
墳
墓
教
会
を
中
心
に
一

　
こ
こ
で
は
教
会
形
成
の
［
側
面
と
し
て
の
教
会
制
度
を
照
射
し
、
特
に
如

何
な
る
主
導
権
の
下
で
教
会
の
内
部
規
定
が
制
定
さ
れ
、
教
会
を
巻
き
込
む

紛
争
が
解
決
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
検
討
す
る
。
本
稿
で
は
聖
墳
墓
教
会

を
特
に
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
二
点
に
よ
る
。
先
ず
は
聖
墳
墓

教
会
に
関
連
す
る
史
料
が
比
較
的
纏
ま
っ
た
形
で
残
っ
て
い
る
こ
と
、
も
う

一
つ
は
、
い
ち
早
く
整
備
さ
れ
た
聖
墳
墓
教
会
は
王
国
内
の
高
位
聖
職
者
の

羅
出
機
関
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
組
織
形
態
が
他
の
教
会
組
織
の
雛
形

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
聖
墳
墓
教
会
の
整
備
に
着
手
し
た
の
は
、
初
代
助
祭
長
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
で

あ
っ
た
。
彼
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
戒
律
を
導
入
し
、
修
道
生
活
の
基
盤
を

　
　
　
　
①

形
成
し
た
が
、
依
然
と
し
て
詳
細
な
規
定
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
σ
そ
の
理
由
に
は
、
参
事
会
が
多
様
な
文
化
・
慣
習
を
背
崇
に
持
つ
者
達

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
二
〇
二
年
、

総
大
司
教
エ
ベ
レ
マ
ル
ス
（
非
公
認
）
は
、
参
事
会
員
の
聖
職
禄
を
一
人
年

間
一
五
〇
ベ
ザ
ン
ツ
に
定
め
、
教
会
内
に
二
つ
の
祭
壇
と
一
巡
の
椅
子
を
設

　
　
②

回
し
た
。
こ
の
時
、
参
事
会
に
対
す
る
総
大
司
教
の
優
位
性
も
強
調
さ
れ
て

い
る
が
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
印
璽
で
以
て
承
認
し
て

い
る
。
又
、
＝
＝
一
年
、
総
大
司
教
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
は
、
参
事
会
員
達
に
リ

ヨ
ン
か
ラ
ン
ス
の
教
会
の
慣
習
に
従
う
よ
う
要
求
し
、
同
時
に
ボ
ー
ド
ワ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
世
に
対
し
て
も
こ
れ
を
支
持
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
同
様
に
、
一
一
一
四

年
、
総
大
司
教
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
は
、
「
全
き
美
徳
の
精
神
で
、
歴
て
が
良
き

も
の
と
な
る
よ
う
に
我
々
と
共
に
協
黙
し
て
い
る
」
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

次
の
こ
と
を
承
認
す
る
よ
う
に
要
撃
す
る
。
共
同
生
活
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
戒
律
の
遵
守
、
参
事
会
員
達
へ
の
十
分
な
食
糧
と
衣
服
の
支
給
、
総
大
司

教
と
参
事
会
に
よ
る
寄
進
物
の
折
半
、
教
会
の
蝋
燭
の
内
三
分
の
二
は
参
事

会
の
所
有
物
で
あ
り
、
残
り
は
総
大
司
教
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
、
聖
金
曜

日
を
除
く
日
の
真
十
字
架
へ
の
寄
進
物
は
参
事
会
の
所
有
と
な
る
こ
と
、
商

取
引
を
除
き
、
エ
ル
サ
レ
ム
と
そ
の
近
郊
地
域
の
　
○
分
の
一
番
徴
収
権
を
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参
事
会
が
持
つ
こ
と
、
教
会
財
産
の
承
認
、
で
あ
る
。
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
自
身

が
記
す
通
り
、
こ
の
様
な
規
定
を
設
け
た
の
は
反
対
者
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
以
上
に
挙
げ
た
諸
例
は
、
教
会
組
織
化
に
は
王
権
或
い
は
国
王
権
威
が

必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
こ
の
背
景
に
は
、
前
章
で
述
べ
た
様
に
、
建
国
当
初
の
高
位
聖
職
者
の
国

王
へ
の
依
存
度
の
高
さ
と
、
教
皇
庁
か
ら
の
空
間
的
隔
離
の
二
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
但
し
、
　
一
点
屋
に
関
し
て
、
国
王
に
と
っ
て
も
教
会
の
規
定
が
重
要

な
要
素
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
る
。
＝
～
二
年
、
総
大
司

教
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
は
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
｝
世
の
助
言
と
同
意
に
よ
り
、
支
配
領
域

を
巡
る
ナ
ザ
レ
司
教
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
と
タ
ボ
ー
ル
山
修
道
院
長
ゲ
ラ
ル
ド

ゥ
ス
の
問
の
紛
争
を
調
停
す
る
が
、
そ
こ
で
は
～
○
分
の
一
興
徴
収
翼
壁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

規
定
と
共
に
、
軍
隊
の
規
定
も
設
け
ら
れ
る
。
プ
ラ
ワ
ー
に
よ
る
と
、
王
国

で
は
四
人
の
聖
母
諸
侯
が
存
在
し
、
そ
れ
は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
、
リ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ダ
司
教
、
ナ
ザ
レ
司
教
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
司
教
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
質
権

（
特
に
王
権
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
司
教
で
あ
る
こ
と
と
、
特
に
建
国
当
初

の
王
国
が
人
口
不
足
に
苦
し
ん
で
い
た
と
い
う
現
実
を
考
え
る
と
、
国
王
に

と
っ
て
教
会
も
軍
事
政
策
の
一
環
に
含
ま
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え

　
　
⑦

ら
れ
る
。
又
、
二
点
目
に
関
し
て
、
教
皇
は
王
国
教
会
の
問
題
を
在
地
の

人
々
の
判
断
に
委
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
教
会
問
題
の
解
決

を
目
的
と
し
た
教
皇
書
簡
が
、
建
国
後
暫
く
の
間
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

し
か
し
、
一
点
目
に
つ
い
て
は
、
断
続
的
に
訪
れ
る
西
欧
か
ら
の
移
住
者

が
人
口
不
足
の
問
題
を
解
消
し
て
い
き
、
一
＝
○
年
代
に
は
封
建
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

基
づ
く
統
治
体
系
が
整
備
さ
れ
、
一
＝
δ
年
代
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
姿
を
明
確
に
し
始
め
た
。
故
に
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
を
最
後
に
、
王
国
で
は
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

界
諸
侯
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
事
え
ば
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
を

最
後
に
王
権
は
教
会
形
成
に
関
与
す
る
動
機
が
な
く
な
っ
た
と
言
え
る
。
又
、

二
点
目
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
安
定
化
に
伴
い
王
国
教
会
が
教
皇
庁
の
問
に

パ
イ
プ
を
形
成
す
る
と
、
教
会
内
部
規
定
の
制
定
を
巡
る
問
題
や
教
会
内
部

の
紛
争
の
裁
判
機
関
と
し
て
教
皇
庁
が
機
能
し
始
め
た
。
一
＝
四
年
頃
、

聖
墳
墓
教
会
助
祭
長
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
と
カ
エ
サ
レ
ア
大
司
教
エ
ベ
レ
マ
ル
ス

は
総
大
司
教
位
を
巡
っ
て
争
う
が
、
前
者
と
対
立
し
た
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
は

後
者
を
支
援
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
教
皇
パ
ス
カ
リ
ス
ニ
世
は
、
　
一
一
一
七

年
に
発
し
た
書
簡
中
で
、
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
が
総
大
司
教
位
に
就
く
こ
と
を
承

認
し
、
問
題
解
決
に
当
た
る
教
皇
特
使
と
し
て
オ
ラ
ン
ジ
ュ
司
教
の
派
遣
を

伝
え
る
と
共
に
、
「
国
王
の
暴
虐
が
教
会
の
中
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
」
と
国

　
　
　
　
　
⑪

王
を
非
難
す
る
。
又
、
＝
二
一
年
七
月
八
日
付
カ
エ
サ
レ
ア
大
司
教
宛
書

簡
の
中
で
、
パ
ス
カ
リ
ス
ニ
世
は
、
王
国
の
教
会
が
母
な
る
ロ
ー
マ
教
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

従
う
よ
う
に
と
教
皇
権
の
優
位
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
同
年
に
思
せ
ら

れ
た
書
簡
で
は
、
聖
墳
墓
教
会
聖
歌
隊
の
世
俗
的
生
活
を
非
難
し
、
彼
等
も
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エルサレム王国における教会形成と王権（櫻井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

参
事
会
員
と
共
に
生
活
す
べ
き
旨
を
伝
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
教
皇
庁
が
形

式
上
の
承
認
機
関
か
ら
脱
却
し
た
こ
と
を
示
す
一
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
更

に
、
一
～
四
一
年
一
月
｛
○
日
付
聖
墳
墓
教
会
聖
堂
参
事
会
長
ペ
ト
ル
ス
宛

書
簡
で
は
、
教
皇
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ニ
世
は
裁
潤
所
と
し
て
の
教
皇
庁
の
機

　
　
　
　
　
　
⑭

能
を
明
示
す
る
が
、
事
実
こ
れ
以
降
、
王
国
聖
職
者
に
と
っ
て
教
皇
庁
が
以

薗
よ
り
も
「
身
近
な
し
調
停
機
関
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

は
、
多
数
の
書
簡
や
勅
書
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
実
際
に
、
先
に
挙
げ
た
一
一
一
四
年
の
例
を
最
後
に
、
同
様
の
問

題
へ
の
国
王
の
関
与
の
痕
跡
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
従
っ
て
、
一
一
～
四

年
か
ら
一
＝
七
年
の
問
に
、
教
会
内
部
規
定
等
の
問
題
の
解
決
は
国
王
か

ら
教
皇
の
主
導
下
に
移
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
主
導
権
の
移
行
と

い
う
事
態
は
如
何
な
る
理
由
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
考
え
ら
れ
る

の
が
、
総
大
司
教
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
と
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
と
の
対
立
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
の
対
立
は
個
人
問
の
問
題
に
過
ぎ
ず
、
両
者
の
死
後
（
～
＝

八
年
）
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
か

ら
看
取
で
き
る
の
は
、
国
王
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
王
国
聖
職
者
が
、
教

皇
庁
に
問
題
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
王
権
か
ら
の
自
立
－
逆
に
言
え

ば
教
会
権
威
の
確
立
　
　
を
試
み
た
こ
と
で
あ
り
、
教
皇
権
を
介
し
て
で
は

あ
る
が
、
そ
れ
を
国
王
が
受
け
入
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
王
が
王
国
の
存
続

を
左
右
し
か
ね
な
い
十
字
軍
を
指
導
す
る
教
皇
に
対
し
て
慎
重
な
態
度
を
保

っ
て
い
た
こ
と
は
、
教
皇
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
と
対
立
教
皇
ウ
ィ
ク
ト
ー

ル
の
い
ず
れ
を
支
持
す
る
か
を
議
論
し
た
＝
六
〇
年
の
ナ
ザ
レ
会
議
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ボ
ー
ド
ワ
ン
三
世
が
中
立
の
立
場
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

こ
の
密
な
王
国
の
事
情
が
教
皇
権
の
介
入
を
容
易
に
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
王

国
の
教
会
の
権
威
、
特
に
総
大
司
教
の
権
威
を
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
王
国
に
お
け
る
教
会
権
威
の
確
立
は
、
王
権
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
を
意

味
す
る
。
こ
こ
に
、
前
章
で
確
認
し
た
教
会
創
設
か
ら
の
王
権
撤
退
の
一
つ

の
理
由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
様
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
教
会
権
威
の
確
立
が
教
皇
権
を
介
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
で
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
と
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
と
の
間
で

起
こ
っ
た
境
界
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
ラ
テ
ン
・
シ
リ
ア
に
誕
生
し
た
二

つ
の
総
大
司
教
区
の
境
界
問
題
は
、
従
来
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
殆
ど
な
く
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
は
両
教
会
以
外
の
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

素
の
役
割
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
境
界
問
題

を
取
り
上
げ
る
意
図
は
、
そ
れ
が
王
国
外
要
素
を
含
む
問
題
で
あ
っ
た
が
故

に
、
教
皇
と
王
国
教
会
と
の
関
係
を
論
じ
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
あ
る
。
同
時
に
、
境
界
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王

国
内
部
の
状
況
に
着
聾
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
外
的
側
面
か
ら

補
強
し
、
教
会
形
成
の
実
態
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
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思
わ
れ
る
こ
と
に
も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
看
過
さ
れ
て
き

た
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
よ
り
、
少
な
く
と
も
建
国
当
初
に
お
い
て
は

境
界
問
題
に
国
王
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。①

ヨ
ぽ
§
鼻
臣
げ
．
芦
O
巷
．
録

②
閑
。
譲
声
G
。
①
9

③
幻
。
N
醇
ρ
畠
．

④
幻
。
N
騨
ρ
鎚

⑤
肉
餐
ミ
b
ρ

⑥
軍
磐
Φ
お
奪
§
察
認
寒
ミ
も
唱
漏
露
∴
①
卜
、
’

⑦
尚
、
教
会
の
負
う
べ
き
軍
事
義
務
に
関
し
て
は
、
冷
磐
恥
、
囲
げ
警
P
O
訂
や

　
ト
っ
刈
b
O
卜
」
刈
G
o
‘

　
　
闇

⑧
軍
事
⑦
さ
．
．
び
Φ
ω
嘆
§
帥
⑦
湧
δ
ヨ
℃
ω
牙
ず
欲
。
仙
既
晋
δ
饗
郵
尾
聾
ぎ
号

　
二
二
器
冨
ヨ
．
、
甲
ξ
隷
臥
窒
ピ
×
＜
▼
一
Φ
O
Φ
も
ワ
駆
一
－
凝
．

⑨
本
稿
、
は
じ
め
に
、
註
⑤
。

⑩
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
王
国
が
完
全
な
都
市
立
脚
型
社
会
で
あ
っ
た
こ
と

　
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
殉
。
N
醇
ρ
芦
…
Φ
二
目
⑦
8
ぼ
ω
δ
箕
鉱
践
。
濤
ヨ
＜
①
δ
象
掌
・
拓
σ
q
δ
ヨ
謬
撃
ω
．

　
こ
れ
は
、
教
皇
庁
に
持
ち
込
ま
れ
た
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
の
訴
え
に
対
す
る
返
答
で
あ

　
る
。
よ
り
詳
細
な
状
況
は
、
妻
島
Φ
毒
¢
ρ
U
一
げ
．
一
r
O
巷
9
さ
。
①
－
卜
∂
。
。
冒
参
照
。

⑫
鱒
。
鼠
餐
声
…
g
ぎ
暴
叶
膏
く
Φ
跨
㊥
幻
。
筥
p
器
f
。
8
『
ω
陣
の
雪
打
δ
鱒
β
器

　
O
び
①
蝕
①
艮
貯
隣
『
ヨ
一
無
。
。
O
帥
げ
｝
一
霧
ヨ
Φ
口
①
舞
尻
■

⑬
幻
。
N
響
ρ
ω
刈
．

⑭
幻
。
N
醇
①
払
ρ
…
O
ぎ
。
δ
鵠
6
・
ぼ
ρ
鼠
巨
巴
婁
8
塁
①
暮
。
巳
巨
。
。
目
ω
件
臼
Φ
×
－

　
唱
Φ
。
簿
霞
霧
器
冨
虚
p
口
①
賦
叫
鐸
げ
ご
白
く
⑦
⇒
貯
馨
ρ
¢
Φ
α
q
臼
暮
e
信
お
鑓
自
。
①
器
箕
。

　
し
。
Φ
2
隠
蟹
①
罵
a
ロ
ヨ
伍
。
σ
Φ
紳
冨
げ
冨
ω
o
財
母
【
①
．

⑮
幻
。
臥
鐸
ρ
曽
噛
慰
ρ
H
ミ
弘
㎝
ρ
δ
メ
δ
G
。
し
O
㊤
蔦
露
一
等
。

⑯
≦
鐙
Φ
毒
揖
＝
σ
」
c
。
”
0
巷
■
卜
。
P

⑰
田
巨
ぎ
戸
9
ミ
暮
も
9
謡
｛
賛
歌
。

四

エ
ル
サ
レ
ム
・
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
区
の

境
界
問
題

　
か
つ
て
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
、
両
総
大
司
教
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
境
界
を
ト
リ
ポ
リ
と
ト
ル
ト
サ
の
間
を
流
れ
る
河
川
に
設
定
し
た
。
後
の

状
況
と
比
べ
る
と
、
こ
の
設
定
は
や
や
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
側
に
有
利
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
に
は
、
彼
と
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
や
ボ
ー
ド
ワ
ン
～
世
と
の

対
立
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
は
都
市
エ
ル
サ
レ
ム
の
支

配
権
を
巡
っ
て
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
と
激
し
く
対
立
し
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
没
後
に
は
、

そ
れ
は
エ
デ
ッ
サ
伯
ボ
ー
ド
ワ
ン
と
の
対
立
に
転
化
し
た
。
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
の

弟
ボ
ー
ド
ワ
ン
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
領
内
の
人
々
に
よ
る
推
挙
と
、
ゴ
ド
フ
ロ

ワ
と
の
血
縁
関
係
を
理
由
に
、
次
期
支
配
減
た
る
べ
く
エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
南

下
を
試
み
る
が
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
公
ボ
ヘ
モ
ン
ド
　
世
と
手
を
結
ん
だ
ダ

イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
が
こ
れ
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
。
こ
の
時
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ

ス
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
公
と
結
び
付
い
た
理
由
に
は
、
ピ
サ
出
身
の
彼
に
と

っ
て
、
北
鮮
に
起
源
を
持
つ
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
達
よ
り
も
南
面
に
起
源
を
持
つ
ア

ン
テ
ィ
オ
キ
ア
公
の
方
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
一
致
さ
せ
易
か
っ
た
か
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　　　　　　　　／

庶
。

．
避
．
，
戸
、
難
．
…
．
灘
襯
。
・
講
．

　
　
　
　
　
　
轟

羅
肖
簿
肖鐵

、

十字軍国家の教会（エデッサ伯領は除く）

ら
で
あ
ろ
う
。
総
大
司
教
の
画
策
は
、
彼
の
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

敗
と
い
う
形
で
終
わ
る
が
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世

と
ボ
ヘ
モ
ン
ド
一
世
と
い
う
世
俗
権
力
を
境
界

問
題
に
組
み
込
む
契
機
を
作
っ
た
。
そ
の
も
う

一
つ
の
背
景
に
は
、
都
市
と
い
う
拠
点
に
立
脚

し
、
領
域
支
配
を
確
立
で
き
な
い
が
た
め
に
、

支
配
領
域
を
確
定
で
き
な
い
世
俗
権
力
が
、
教

会
の
境
界
問
題
を
支
配
領
域
確
定
の
手
段
と
し

て
み
な
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
教
皇
書
簡
に

目
を
向
け
て
み
よ
う
。
一
一
〇
七
年
の
パ
ス
カ

リ
ス
ニ
世
の
書
簡
は
、
教
皇
特
使
と
し
て
枢
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

卿
ロ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
の
派
遣
を
伝
え
る
が
、
こ
の

成
果
の
程
は
定
か
で
は
な
い
。
問
題
を
本
格
化

さ
せ
た
の
は
、
教
皇
書
簡
数
の
増
加
か
ら
、
一

一
〇
九
年
の
ト
リ
ポ
リ
伯
領
の
形
成
と
共
に
復

活
し
た
ト
リ
ポ
リ
司
教
区
の
帰
属
問
題
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
教
皇
は
、
教
皇
特
使

ア
ル
ル
大
司
教
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
を
派
遣
し
、
彼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

境
界
問
題
の
解
決
に
当
た
ら
せ
る
と
同
時
に
、
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＝
○
年
六
月
九
日
付
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
世
宛
書
簡
で
、
国
王
の
占
領
地
は

エ
ル
サ
レ
ム
の
教
会
に
属
す
旨
を
伝
え
、
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
擁
護
の
姿

勢
を
と
る
。
し
か
し
｝
方
、
「
教
会
の
境
界
と
所
領
は
、
…
：
・
長
期
間
異
教

徒
と
暴
君
の
占
領
に
よ
り
混
乱
し
て
い
た
」
た
め
境
界
線
の
確
定
は
で
き
な

　
　
　
⑤

い
と
す
る
。
同
じ
内
容
は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
ギ
ベ
リ
ヌ
ス
宛
書
簡
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

＝
○
年
、
日
付
不
明
）
や
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
ベ
ル
ト
ラ
ン
ド
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ス
宛
書
簡
（
二
一
〇
年
八
月
八
日
付
）
で
も
確
認
で
き
る
。
「
時
の
推
移

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
従
っ
て
、
教
会
の
境
界
も
多
く
の
地
域
で
推
移
し
」
、
「
遠
隔
地
で
あ
る
こ

と
と
都
市
や
地
方
が
被
っ
た
名
称
の
変
化
が
、
我
々
に
非
常
な
る
曖
味
さ
や

　
　
　
　
　
　
　
⑨

無
知
を
も
た
ら
し
た
」
た
め
、
境
界
線
の
確
定
は
保
留
さ
れ
続
け
る
。
こ
れ

に
対
し
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
と
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
公
は
教
皇
庁
に

使
節
団
を
派
遣
す
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
返
答
書
簡
（
㎜
＝
三
年
、
日
付

不
明
）
で
も
「
教
区
馴
征
服
者
に
よ
る
回
復
領
土
」
と
い
う
教
皇
ウ
ル
バ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ス
ニ
世
の
言
を
理
由
に
、
親
エ
ル
サ
レ
ム
の
姿
勢
を
確
認
す
る
に
留
め
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
聖
・
俗
領
域
が
「
致
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
り
、
特
に
王
権
を
中
心
と
し
た
形
で
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
区
が
決

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
教
皇
が
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
｝
＝
三
年
四
月
…
七
日
付
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
ベ
ル

ナ
ル
ド
ゥ
ス
宛
書
簡
以
降
、
教
皇
の
態
度
に
変
化
が
現
れ
る
。
同
書
簡
で
は
、

古
来
か
ら
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
の
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
に
対
す

る
優
位
性
層
器
或
δ
を
認
め
、
以
前
の
書
簡
内
容
を
撤
回
し
、
古
来
の
司

教
区
の
復
活
、
即
ち
ト
リ
ポ
リ
司
教
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
に
属
す

こ
と
を
伝
え
、
更
に
は
俗
権
冥
ヨ
9
陰
雲
℃
9
①
⇒
9
が
教
会
の
権
限
を
壊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
な
い
よ
う
国
王
に
は
教
会
問
題
へ
の
介
入
中
止
を
命
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

同
年
四
月
二
四
日
分
ボ
ー
ド
ワ
ン
　
平
野
書
簡
で
も
繰
り
返
さ
れ
、
こ
こ
で

は
ア
ン
テ
イ
オ
キ
ア
総
大
司
教
区
を
侵
害
し
な
い
よ
う
エ
ル
サ
レ
ム
の
聖
職

　
　
　
　
　
　
　
⑫

者
達
に
も
戒
告
す
る
。
だ
が
、
現
実
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
は
ト
リ
ポ

リ
司
教
を
属
司
教
と
し
て
管
轄
下
に
置
き
続
け
た
。
こ
の
理
由
に
は
、
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ポ
リ
伯
ベ
ル
ト
ラ
ン
や
ポ
ン
ス
の
親
エ
ル
サ
レ
ム
国
王
の
立
場
が
あ
っ
た
。

即
ち
、
ラ
テ
ン
・
シ
リ
ア
で
は
、
世
俗
領
主
問
の
関
係
が
教
会
の
境
界
問
題

に
大
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
約
｝
○
年
後
の
｝
＝
｝
四
年
七
月
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
ニ
世
は
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
の
助
力
で
海
岸
都
市
テ
ィ
ー
ル
の
占
領
に
成
功
し
た
が
、
そ
れ
は
テ

ィ
ー
ル
大
司
教
の
復
活
も
意
味
し
た
。
古
来
の
原
則
で
は
、
テ
ィ
ー
ル
大
司

教
は
そ
の
属
司
教
で
あ
る
ト
リ
ポ
リ
司
教
等
と
共
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大

司
教
に
属
し
て
い
た
が
、
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
座
の
復
活
は
境
界
問
題
を
再
燃

さ
せ
九
。

　
教
皇
ホ
ノ
リ
ウ
ス
ニ
世
は
三
通
の
関
連
書
見
を
残
す
。
い
ず
れ
も
ニ
ニ

八
年
に
発
せ
ら
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
ウ
ァ
ル
ム
ン
ド
ゥ
ス
（
位
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

一
八
年
～
一
一
二
八
年
）
宛
書
簡
（
七
月
八
日
付
）
と
テ
ィ
ー
ル
市
民
・
聖

146 （270）



エルサレム王国における教会形成と王権（櫻井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

職
者
宛
書
簡
（
日
付
不
明
）
で
は
、
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
の
承
認
と
同
大
司
教

は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
に
従
う
べ
き
旨
を
伝
え
る
の
み
で
、
国
王
へ
の
言

及
は
な
い
。
又
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
ニ
世
宛
書
簡
（
五
月
二
九
日
付
）
で
は
、
テ

ィ
ー
ル
大
司
教
フ
ル
シ
ェ
リ
ウ
ス
の
承
認
と
共
に
、
テ
ィ
ー
ル
を
国
王
に
委

託
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
が
、
内
容
の
中
心
は
、
王
女
メ
リ
ザ
ン
ド
の
婿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
フ
ル
ク
先
世
を
推
薦
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
改
め
て
全
三
通

を
見
て
も
、
「
王
国
領
1
ー
エ
ル
サ
レ
ム
教
区
」
へ
の
言
及
は
な
く
、
国
王
宛

書
簡
で
の
テ
ィ
ー
ル
を
国
王
に
委
託
す
る
言
明
は
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
テ
ィ
ー
ル
」
と
は
単
純
に
町
を
意
味
し
、
「
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
区
」
を
意

味
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
ホ
ノ
リ
ウ
ス
ニ
世
に
と
っ
て
は
、
境

界
問
題
は
俗
権
と
切
り
離
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
の
属
司
教

と
し
て
承
認
さ
れ
る
が
、
同
問
題
に
関
す
る
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
ニ

世
の
書
簡
の
多
さ
か
ら
、
～
○
年
後
に
問
題
が
再
発
し
た
こ
と
が
鰐
る
。
イ

ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
ニ
世
は
、
一
＝
二
七
年
か
ら
～
一
三
八
年
の
間
に
、
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
ー
ル
大
司
教
帰
属
問
題
に
関
す
る
八
通
の
書
簡
を
残
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
フ
ル
シ
ェ
リ
ウ
ス
の
承
認
、

テ
ィ
ー
ル
大
司
教
は
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
の
属
司
教
た
る
こ
と
、
ト
リ
ポ

リ
、
ト
ル
ト
サ
、
ジ
ブ
レ
、
ベ
イ
ル
ー
ト
、
シ
ド
ン
、
ア
ッ
コ
ン
各
司
教
は

同
大
司
教
に
従
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
中
で
も
ト
リ
ポ
リ
司
教
に
関
し

て
は
、
＝
一
三
年
四
月
の
パ
ス
カ
リ
ス
越
鳥
書
簡
の
内
容
が
撤
回
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
当
初
の
パ
ス
カ
リ

ス
三
世
や
ホ
ノ
リ
ウ
ス
ニ
世
の
親
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
と
い
う
姿
勢
を
踏
襲
し

た
と
醤
え
る
が
、
そ
の
決
定
は
先
の
教
皇
達
よ
り
も
確
固
と
し
て
い
た
。
イ

ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
至
愛
は
、
そ
も
そ
も
テ
ィ
ー
ル
大
司
教
が
ア
ン
テ
ィ
オ

キ
ア
総
大
司
教
の
属
司
教
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
同
大
司
教
の
管
轄

を
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
移
す
こ
と
を
明
記
し
、
ア
ン
テ
ィ

オ
キ
ア
総
大
司
教
に
対
し
て
は
そ
の
領
域
を
侵
さ
な
い
よ
う
命
ず
る
。
何
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
ら
、
教
皇
は
司
教
区
の
変
化
を
な
す
権
利
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
至
芸
に
と
っ
て
、
司
教
区
の
境
界
問
題
は
世
俗
権
力

者
と
そ
の
支
配
領
域
と
は
関
連
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
ロ
…
マ
教
皇
庁
が
解
決

す
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
は
皿
＝
三
年
四
月
以
降
の
パ
ス
カ
リ

ス
ニ
世
や
ホ
ノ
リ
ウ
ス
見
世
の
姿
勢
と
類
似
す
る
が
、
更
に
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ

ィ
ウ
ス
警
世
の
書
簡
中
で
国
王
や
公
等
の
世
俗
権
力
へ
の
諌
言
が
皆
無
で
あ

る
こ
と
は
、
実
際
に
俗
権
が
境
界
問
題
へ
の
関
与
を
停
止
し
て
い
た
こ
と
を

示
す
。

　
教
皇
が
ラ
テ
ン
・
シ
リ
ア
の
教
会
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
の
は
境
界
問

題
を
契
機
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、
俗
権
の
教
会
問
題
へ
の
介
入
を
禁

止
す
る
教
皇
の
姿
勢
の
開
始
時
期
も
、
前
章
で
確
認
し
た
も
の
（
一
一
一
四
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年
～
一
＝
七
年
）
に
先
行
す
る
こ
と
が
解
る
。
即
ち
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

教
会
と
の
境
界
問
題
が
、
教
皇
庁
を
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
に
と
っ
て
の
裁
判
機

関
と
し
て
機
能
さ
せ
始
め
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
教
皇
が
俗
言
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

入
禁
止
へ
と
姿
勢
を
転
換
し
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
又
、
一
一
＝
瓢
年

四
月
に
、
何
故
教
皇
が
親
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
親
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
鞍
替
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
権
の
境
界
問
題
介
入
に
対

し
て
教
皇
が
非
難
を
開
始
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
二
＝
工
年
四
月
迄

は
、
国
王
や
公
が
境
界
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ

の
段
階
で
は
、
国
王
は
王
国
領
を
、
エ
ル
サ
レ
ム
総
大
司
教
は
自
身
の
総
大

司
教
区
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
互
い
の
権
力
・
権
威
が
有
効
か

つ
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
俗
権
に
対
す
る
教
皇
の
非
難
の
消
失
は
、
遅

く
と
も
一
一
一
天
馬
以
降
、
俗
説
は
境
界
問
題
に
殆
ど
関
与
し
な
く
な
っ
た

こ
と
を
示
す
が
、
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
教
皇
の
介
入
と
そ
れ
を
受
け
入
れ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
王
国
の
現
実
と
、
俗
権
に
と
っ
て
境
界
問
題
に
介
入
す

る
必
要
を
失
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
更
に
、
二
一
九
年
の
ア
ン
テ
ィ

オ
キ
ア
公
ル
ッ
ジ
ェ
ロ
の
戦
死
や
、
そ
れ
に
伴
っ
た
形
で
達
成
さ
れ
た
ボ
ー

ド
ワ
ン
ニ
世
に
よ
る
婚
姻
政
策
を
手
段
と
し
て
の
宗
主
権
確
立
が
背
景
と
し

　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
境
界
問
題
が
俗
権
か
ら
分
離
し
た
一
つ
の
理

由
に
は
、
教
皇
の
諌
言
に
加
え
、
聖
地
国
家
間
の
政
治
的
状
況
の
変
化
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
で
、
エ
ル
サ
レ

ム
総
大
司
教
を
頂
点
と
す
る
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
は
、
境
界
問
題
を
通
じ
て
教

皇
庁
と
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
権
へ
の
依
存
性
を
弱
め
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
異
教
徒
に
よ
る
ボ
ー
ド
ワ
ン
一
一
世
の
幽
囚
と
い
う
事
件
も
、
こ

れ
を
加
速
す
る
結
果
を
産
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
俗
謡
と
教
会
権
威
が
相
互
に
依

存
性
を
弱
め
た
こ
と
、
そ
し
て
、
教
皇
の
後
ろ
盾
に
よ
る
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア

教
会
に
対
す
る
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
の
優
位
や
国
王
の
宗
主
権
確
立
に
よ
っ
て
、

最
終
的
に
、
境
界
問
題
は
唯
一
不
利
益
を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
ア
ン
チ
ィ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

キ
ア
総
大
司
教
に
と
っ
て
の
み
の
問
題
に
そ
の
質
を
転
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
①
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。
N
鐸
ρ
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．
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し
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。

　
③
ロ
ベ
ル
ト
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の
囲
的
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一
つ
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、
エ
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サ
レ
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総
大
司
教
位
を
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ベ
レ
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ル
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ア
ル
ヌ
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調
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た
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⑲
一
＝
一
年
、
パ
ス
カ
リ
ろ
笹
は
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
に
向
け
た
勅
書
で
、
神

　
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
破
門
す
る
こ
と
、
そ
の
一
環
で
東
方
に
ト
ス
カ
ナ

　
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
と
パ
レ
ス
ト
リ
ー
二
司
教
コ
ノ
ン
を
特
使
と
し
て
派
遣
し
、
彼
等

　
の
下
で
エ
ル
サ
レ
ム
で
も
皇
帝
の
破
門
が
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
こ
と

　
か
ら
、
教
皇
の
俗
謡
介
入
禁
止
の
姿
勢
は
叙
任
権
闘
争
や
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の

　
延
長
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ζ
窪
ω
汁
く
。
田
卜
。
ド
ワ
膳
Q
。
■
但
し
、

　
本
稿
で
扱
う
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
吟
味
が
必
要
な
の
で
、
今

　
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑳
恐
ら
く
は
、
教
皇
の
書
簡
中
に
見
ら
れ
る
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
が
ロ
ー
マ

　
教
会
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
対
す
る
危
惧
か
ら
で
あ
ろ
う
か
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⑫
　
一
＝
二
七
年
頃
に
境
界
問
題
が
再
燃
し
た
の
は
、
そ
の
強
引
な
教
会
政
策
の
故

　
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
公
と
対
立
し
て
い
た
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
総
大
司
教
ラ
ド
ル

　
フ
ス
に
よ
る
働
き
か
け
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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お
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に

以
上
、
王
国
の
教
会
形
成
過
程
に
お
け
る
王
権
と
教
会
の
関
係
に
つ
い
て
、

王
国
内
外
の
側
面
か
ら
検
討
し
て
き
た
が
、
一
＝
○
年
代
半
ば
か
ら
一
一

三
〇
年
代
に
、
そ
の
関
係
が
転
換
点
を
迎
え
た
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
。
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建
国
当
初
、
国
王
へ
の
依
存
度
が
高
か
っ
た
教
会
に
と
っ
て
、
そ
の
形
　
囎



成
・
組
織
化
に
は
王
権
が
必
要
で
あ
っ
た
。
又
、
国
王
に
と
っ
て
も
王
国
領

の
確
定
の
た
め
に
教
会
の
権
威
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
筆
入
の
教
皇
特

使
を
総
大
司
教
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
口
不
足
と
い
う
現
実
に
苦
し
む
建
国
当
初
期
で
は
教
会
形
成
が
王
国
形
成

の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
四
つ
の
聖
界
諸
侯
領
が
い
ず
れ
も
一
一
一
〇
年

ま
で
に
誕
生
し
た
こ
と
や
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
と
の
境
界
問
題
か
ら
も
理
解
で

き
る
。
即
ち
、
建
国
当
初
の
特
徴
は
、
王
権
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
聖
と
俗

の
相
互
依
存
に
よ
っ
て
王
国
と
教
会
の
形
成
が
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
＝
一
〇
年
代
に
、
先
ず
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
教
会
と
の

境
界
問
題
を
契
機
と
し
て
、
俗
人
の
教
会
問
題
へ
の
介
入
を
禁
じ
る
と
同
時

に
、
教
皇
庁
が
ラ
テ
ン
・
シ
リ
ア
の
教
会
の
裁
判
機
関
と
し
て
機
能
し
始
め

る
と
、
教
会
の
権
威
が
確
立
し
始
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
依
存
せ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
王
権
か
ら
の
自
立
を
意
味
し
た
。
一
方
、
断
続
的
な
人

口
増
加
と
ラ
テ
ン
・
シ
リ
ア
で
の
宗
主
権
の
確
立
が
、
国
王
を
教
会
の
権
威

か
ら
自
立
さ
せ
た
。
そ
れ
故
に
、
国
王
は
教
会
が
形
成
過
程
で
直
面
し
た
問

題
へ
の
関
与
を
停
止
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
本
稿
の
考
察
か
ら
、
教
会

創
設
を
一
様
に
王
権
に
帰
し
て
い
た
従
来
の
見
解
は
、
＝
一
〇
年
代
半
ば

頃
迄
に
し
か
確
認
さ
れ
ず
、
以
降
の
教
会
形
成
の
主
導
権
は
、
教
皇
や
総
大

司
教
を
頂
点
と
す
る
聖
界
権
威
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
教
会
形
成
過
程
に
見
ら
れ
た
教
会
と
王
権
の
分
離
傾
向
と
も
言
え
る

現
象
は
、
王
権
と
教
会
の
対
立
構
造
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の

考
察
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
王
権
と
教
会
の
関
係
の
変
化
は
、
従
来
の
研
究

が
焦
点
と
し
た
国
王
戴
冠
と
司
教
任
命
や
聖
職
者
の
政
治
権
力
の
有
無
、
と

い
っ
た
問
題
の
再
吟
味
の
必
要
を
示
し
、
そ
れ
を
再
検
討
し
た
上
で
な
い
と
、

こ
の
疑
問
に
明
確
な
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
上
で
触

れ
た
ダ
イ
ン
ベ
ル
ト
ゥ
ス
や
ア
ル
ヌ
ル
フ
ス
、
或
い
は
教
会
国
家
建
設
の
野

心
を
持
ち
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
ニ
世
と
対
立
し
た
ス
テ
フ
ァ
ヌ
ス
（
位
一
一
二
八

　
　
　
　
　
　
①

年
～
一
＝
二
〇
年
）
と
い
っ
た
総
大
司
教
を
除
き
、
王
権
と
教
会
の
大
き
な

衝
突
が
確
認
さ
れ
な
い
事
実
は
以
下
の
二
点
を
展
望
的
に
指
摘
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
。

　
先
ず
は
、
王
国
の
極
端
な
都
市
立
脚
型
社
会
が
聖
・
俗
統
率
者
を
同
じ
空

問
に
閉
じ
込
め
た
と
共
に
、
慢
性
的
臨
戦
態
勢
と
い
う
現
実
と
相
論
っ
て
、

軍
事
力
を
保
持
す
る
俗
人
に
対
す
る
教
会
の
依
存
度
が
、
少
な
く
と
も
軍
事

的
側
面
で
は
－
聖
地
国
家
で
は
、
特
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う

l
l
古
同
く
あ
り
続
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
都
市
立
脚
型
の

社
会
で
は
領
域
支
配
体
系
が
生
じ
難
く
、
こ
の
点
で
も
西
欧
中
世
諸
国
に
見

ら
れ
た
も
の
と
同
質
の
教
会
致
策
は
、
俗
権
の
影
響
範
囲
の
拡
大
の
前
提
と

は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
一
点
は
、

「
聖
地
防
衛
国
家
」
と
し
て
、
王
国
は
内
在
的
に
強
力
な
秩
序
維
持
作
用
を
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持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
異
教
徒
に
囲
ま
れ
た
状
況
は
、
王
国

民
に
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
を
容
易
に
し
た
。
又
、
キ
リ
ス

ト
教
世
界
に
と
っ
て
の
「
聖
地
防
衛
」
は
王
国
民
に
と
っ
て
は
「
自
己
防

衛
」
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
と
、
王
国
構
造
を

捉
え
る
上
で
は
、
諸
勢
力
の
対
立
構
図
の
み
を
射
程
に
収
め
る
の
で
は
な
く
、

前
提
と
し
て
軍
事
統
率
者
　
　
国
王
が
存
在
す
る
場
合
は
国
王
　
　
を
中
心

と
し
て
考
え
た
上
で
、
直
面
し
た
現
実
に
対
処
す
る
た
め
に
、
如
何
な
る
役

割
分
担
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
か
つ
有
効
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
施
・
と
す
れ
ば
・
一
三
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に

か
け
て
の
領
域
裁
潤
権
の
獲
得
に
よ
る
貴
族
層
の
形
成
に
、
王
権
対
貴
族
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
う
対
立
構
造
の
萌
芽
を
見
た
プ
ラ
ワ
ー
の
見
解
も
、

こ
と
に
な
ろ
う
。

異
な
る
意
味
を
持
つ

①
ヨ
濠
§
β
に
げ
．
鼻
9
℃
．
・
⊃
鋳

②
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
八
九
～
九
〇
頁
を
、
騎
士

　
修
道
会
に
関
し
て
は
、
拙
稿
筥
修
道
会
」
か
ら
「
騎
士
修
道
会
」
へ
i
聖
ヨ

　
ハ
ネ
修
道
会
の
軍
事
化
一
」
『
史
学
雑
誌
睡
　
一
一
〇
編
八
号
、
二
〇
〇
一
年
、

　
五
三
～
五
四
頁
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

③
甲
署
①
さ
．
．
9
賭
。
げ
響
ω
Φ
Φ
二
Φ
み
σ
Q
碁
Φ
獄
。
畠
一
曾
δ
《
窪
塁
藝
ぎ
匹
Φ

　
』
ひ
毎
。
。
鉱
Φ
ヨ
．
、
甲
§
・
§
－
》
繋
U
×
く
w
ド
リ
α
P
℃
℃
．
心
H
－
刈
野
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The　Formation　of　the　Secular　Church　and　the　Royal　Authority

　　　　　　　　　　　　in　the　Latin　Kingdom　of　Jerusalem

by

SAKURAI　Yasuto

　　The　ma沁concern　of　scholars　of　the　La血Klngdom　o£Jerusalem　has　been　the

relationship　betweeR　it’s　lcings　and　feudal　nobility，　and　yet　the　ciergy　in　the

I〈ingdom　has　hardly　been　focused　on，　though　they　were　also　an　important

element．　Overlooking　them　would　mean　that　we　cou｝d　never　grasp　the　whole

structure　of　the　Kingdom．　Thus，　in　order　to　put　the　clergy　into　this　structure，

this　essay　mainly　deals　with　the　formation　of　£he　secular　church　and　the　royal

power　in　this　connectioR．

　　In　general，　it　is　thought　that　the　establishment　of　the　church　was　carried　out

under　royal　power．　However，　the　analysis　of　historicai　materials　points　out　that

this　idea　can　only　be　apptied　unrd　the　1120s．　Also，　the　study　of　the　process　in

which　rules　of　church　．were　｝aid　down　shows　that　royal　authority　played　a　leading

role　only　until　the　1110s．　Furthermore，　if　the　conflict　concerning　the　boundary

董kle　between　the　church　of　Jerusalem　and　tha亡of　Antioch　is　focused　upon，　i亡can

be　made　out　that　the　confiict　gave　papacy　an　opportunity　to　deal　with　the

ecclesiastical　problems　in　Latin　Syria　in　the　1110s　and，　on　this　opportunity，　the

church　of　Jerusalem　began　to　lose　its　necessity　of　relying　on　royai　authority．

That　the　relationship　between　the　kings　and　the　clergy　got　worse　after　1120s

cannot　be　concluded，　because　decisive　evidence　that　there　were　prominent

conflicts’ b?ｔｗｅｅｎ　them　cannot　be　found．　So　as　to　have　an　idea　of　their

relationship，　we　must　cast　our　eyes　on　other　aspects　of　it　（ex．　the　patriarchal　right

of　crow曲g㎞gs，　the㎞gs’right　of　elec凱g　bishops，　and　political　power　of

clergy）．
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